
五島市監査委員公表第８号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、令和３年度

の定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、別紙のと

おり公表する。 

 

令和４年２月２５日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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３五監第７６７号   

令和４年２月２５日   

 

五島市議会議長 木 口 利 光 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬      

五島市監査委員 荒 尾 正 登      

 

令和３年度定期監査（工事監査）結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、令

和３年度定期監査（工事監査）を実施したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令和

４年８月２５日までに本職に通知ください。 

記 

令和３年度定期監査（工事監査）結果報告書 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

定期監査（工事監査） 

第３ 監査の対象及び範囲 

１ 対象部局 産業振興部水産課 総務企画部財政課 

２ 監査の範囲 

(1) 工 事 名 大浜漁港（大浜地区）改良工事 

(2) 工事場所 五島市小泊町 

(3) 工事概要 

ア 工事内容 

(ｱ) 突堤 当初 Ｌ＝50.4ｍ 

変更 Ｌ＝60.0ｍ 

     a 基礎工 当初 Ｌ＝53.4ｍ 

      変更 Ｌ＝60.0ｍ 

b 堤体工 当初 Ｌ＝50.4ｍ 
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      変更 Ｌ＝60.0ｍ 

c 上部工 当初 Ｌ＝50.4ｍ 

      変更 Ｌ＝60.0ｍ 

d 付属工 １式 

e 仮設工 当初 ０式 

      変更 １式 

(ｲ) 物揚場（改良） Ｌ＝20.1ｍ 

a 撤去工 １式 

b 基礎工 Ｌ＝20.1ｍ 

c 上部工 当初 Ｌ＝0ｍ 

      変更 Ｌ＝4.0ｍ 

イ 契約内容 

(ｱ) 契約金額 当初 １２９，０５３，１００円 

【落札率９０．０６％（対予定価格）】 

変更 １４２，４３９，０００円 

(ｲ) 契約年月日 当初 令和３年７月１４日 

変更 令和３年１２月１４日 

(ｳ) 工   期 当初 令和３年７月１５日から令和４年３月２８日まで 

変更 令和３年７月１５日から令和４年３月３１日まで 

(ｴ) 請 負 者 株式会社才津組 

(ｵ) 工事進捗率（令和３年１０月３１日現在）  

当初 ３０．９％（計画４０．３％） 

変更 ２９．４％（計画３１．６％） 

(ｶ) 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式（特別簡易型））（４

者） 

第４ 監査の着眼点 

実地監査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、契約、施工等が正確性、合

規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点

とした。 

第５ 監査の主な実施内容 

監査の実施に当たっては、工事の技術面に関して協同組合総合技術士連合に工事技術

調査業務を委託し、同組合から派遣された技術士による書類審査及び事情聴取を行った。

また、技術士の現場検分と併せて実地監査を実施した。さらに、技術士による工事技術

調査結果を参考にして、監査委員による監査を実施した。 

第６ 監査の実施場所及び日程 
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監査の期間  令和３年９月１３日から令和４年２月１８日まで 

(1) 実地監査 

ア 実施場所 五島市小泊町及び五島市富江町富江 

イ 日  程 令和３年１１月１８日 

(2) 事情聴取 

ア 実施場所 市役所３階Ｄ会議室及び監査委員事務局 

イ 日  程 令和３年１２月２４日、令和４年１月７日及び同月１２日 

(3) 講評会 

ア 実施場所 市役所２階ＢＣ会議室 

イ 日  程 令和４年２月１８日 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、次の指導事項を除き、

対象工事の計画、設計、積算、契約、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率

性及び有効性の観点から適正に執行されていることが認められた。 

なお、協同組合総合技術士連合から報告された調査結果は、別添「令和３年度五島市

工事技術調査報告書」のとおりである。 

１ 指導事項 

(1) 施工管理について 

ア 施工計画について 

計画工程表の計画及び実施に掲げられた工事の進捗率に誤りがあった。 

その原因は、請負者が計画工程表の作成時に、施工計画量の把握を誤ったこと

によるものである。監督職員は、請負者から施工計画書を受領するときは、計画

工程表の内容の説明を受け、精査したうえで、疑問点や是正箇所等があれば請負

者に対して確認するなど、適切な指導を徹底されたい。 

イ 工事の進捗について 

施工計画量及び施工の実施数量については、毎月の工程会議や工事打合せにお

いて、監督職員、請負者の双方が現在の工種別の進捗状況を共有することができ

るように、報告書類を整備することが望ましい。監督職員は、適切な工程管理が

できるよう、計画工程表と実施工程表の施工数量が詳細に確認できる根拠資料を

提出させるなど、請負者を指導されたい。 

ウ 工期について 

工期は、工事の経費積算や執行計画の作成、監督、検査業務の実施等の基にな

る重要なものであるので、工事の変更契約又は繰越しに際しては、適切な工事内

容及び工期を検討したうえで行うべきである。 

エ 工事監督について 
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工事監督については、請負者からの施工に係る報告書等に基づいて、適宜、現

場確認等を行い、施工途中の段階での情報の共有及び情報の整理を行うなど、適

正な工事監督に向けた取組を推進されたい。 

(2) 意見 

事情聴取及び現場検分において、技術士から技術水準の向上のための提案がなさ

れ、また工事技術調査報告書においても、技術的な提案が記載されている。 

その中には、 

ア 施工中の品質管理、安全管理、出来形管理の書類をタイミングよくかつ要領よ

くまとめることは、施工者と発注者の信頼関係を深めることに繋がる。なお、書

類については必要以上に書類の提出を施工者に求めないよう必要かつ十分である

ようにすること。 

イ 堤体ブロックが種類別に最大２段積みされている。これらのブロックは無筋コ

ンクリートであるが、玉掛用アンカーや差し筋が埋め込まれている。これらの鉄

筋が錆びると、コンクリートに埋め込まれた部分の鉄筋にも錆が進行し、ブロッ

ク内部で膨張すると爆裂現象を起こし、ブロック自体の劣化が進行することにな

る。鉄筋に防錆剤を塗るか、シートで被うなどの対策が必要であること。 

ウ 各作業を安全に行うためには、作業手順書が欠かせないが現場事務所で確認

できなかった。例えば、ブロック製作ヤードでは、ブロックをクレーンでつり

上げる際に、ブロック上で玉掛作業が発生する。この作業の作業手順書にはブ

ロックの上に上がるための昇降設備をいかに設置するかが記載されるべきであ

ること。 

など、参考とすべき事項がある。そのほかにも施工上の具体的な提案が示されてい

るので、これらを検証し、今後の工事施工に当たって留意されたい。 

また、監査結果については、市全体で共有し、公共工事の品質確保に努められた

い。 

なお、技術士による書類審査及び事情聴取を行った際、事前に、これまでの施工

中の写真を準備し施工状況の説明を行うよう求めていたにもかかわらず、施工中の

写真が整理されていないため準備することができず、監査を受ける態勢が整ってい

なかったことは、誠に残念である。監査を受けるに当たっては、公共工事の適正な

施工を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するという監査の

目的を十分に理解したうえで、その目的達成を妨げることとならないよう、誠実に

対応されたい。 

（産業振興部水産課） 

 



 

 

 

令和３年度 

五島市工事技術調査報告書 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和３年１２月９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協同組合 総合技術士連合 
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１．技術調査対象工事名称 

大浜漁港（大浜地区）改良工事 

 

２．調査実施日 

令和３年１１月１８日（木） 

 

３．調査場所 

五島市役所３階会議室及び当該工事現場 

 

４．監査執行者 

監査委員              橋本 平馬 

監査委員              荒尾 正登 

監査委員事務局    事務局長    

              監査係長    

               

５． 監査対象部局出席者 

総務企画部      部長      

         財政課長      

   財政課契約管財班係長      

産業振興部      部長      

         水産課長      

水産課課長補佐兼漁港班係長      

     水産課漁港班係長      

     水産課漁港班主査      

   

６． 技術調査業務（報告書共）実施技術士 

協同組合 総合技術士連合     出島 廣和  技術士（建設部門） 

〒530－0047 大阪市北区西天満５丁目１番１９号（高木ビル４０８） 

T E L：06－6311－1145   F A X：06－6311－1146 

 

７．事業の目的 

 大浜漁港（大浜地区）は、平成１８年度に現在の漁港形態が整備された。そ

の後、季節風による陸揚作業への悪影響や漁船同士の接触災害の発生から、平

成３０年１１月に五島ふくえ漁業協同組合の漁港改良を求める陳情を受ける

に至っている。 
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 本事業は、令和２年度よりこの状況を改善するため突堤及び暴風フェンスの

整備に着手するものである。 

 

８．工事概要 

 １）工事名 

   大浜漁港（大浜地区）改良工事 

 

２）工事場所 

   五島市 小泊町 

 

３）契約工期 

   当初：令和３年７月１５日～令和４年３月２８日 

    

４）設計業務 

   予備設計：アジアエンヂニアリング 株式会社 

   実施設計：アジアエンヂニアリング 株式会社 

 

５）工事監理：直営 

 

６）工事請負者：株式会社 才津組 

 

７）現場代理人： 

 

８）請負金額 

   当初：129,053,100 円（税込） 

    

９）工事概要 

   突堤 L＝50.4ｍ 

基礎工…Ｌ＝53.4ｍ 

堤体工…Ｌ＝50.4ｍ 

上部工…Ｌ＝50.4ｍ 

付属工…１式 

   物揚場（改良）L＝20.1ｍ 

    撤去工…１式 

    基礎工…L＝20.1ｍ           
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９．工事進捗状況 

実施：30.9％（計画 40％）（令和３年１０月末現在）       

 

１０．総括所見 

工事監査資料及び関係書類並びに現地調査の中で、各工種の技術調査着 

目点について、市の工事担当者および工事施工者に質疑応答を行った。 

質疑に関する回答は十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関 

する是正や瑕疵は認められなく、問題ないものと判断する。 

   施工者が作成した、施工計画書・品質管理・写真管理・安全管理などの書 

類はわかり易く取りまとめられている。 

 堤体ブロック製作ヤードと突堤施工箇所の現場状況を確認した。第三者の 

立入禁止措置は適切になされており、安全掲示板も見易く整備されているこ 

とを確認した。 

施工中の書類を現場事務所内で確認したが、監査を受ける態勢ができてお 

らず、残念に感じた。施工中の品質管理、安全管理、出来形管理の書類をタ  

イミングよくかつ要領よくまとめることは、施工者と発注者の信頼関係を深 

めることに繋がる。今後は監査などの機会を活用するよう施工者を指導して

いただきたい。なお、書類については必要以上に書類の提出を施工者に求め

ないよう、必要かつ十分であるようにすることは、言うまでもない。 

調査した事項のうち主な内容の要点を以下の各項に示し、注意、要望、検 

討を要する点についてはそれぞれの項に記すものとする。 

 

１１．入札契約 

  ４者による一般競争入札（総合評価落札方式の特別簡易型）により予定価

格の 90％で才津組が落札している。なお、これは２者が入札金額、評価点と

も同じになり、くじ引きにより決定した結果である。   

  設計金額から、予定価格がランダム係数から算出されているが、最終的に

くじ引きにより落札者が決まっている。今後さらに、入札の透明性および公

平性をたもつための検討を続けていただきたい。 

 

１２．積算 

積算時に参考とした主な基準書は次のとおり 

図書名 発行機関 発行年度 

港湾・漁港請負工事積算基準 長崎県土木部 令和２年 10 月 

漁港・漁場関係事業実施設計書作成上の注意事項 長崎県漁港漁場課 令和２年６月 
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なお、コスト縮減の取り組みは下記のように、設計段階で行われている。 

・突堤をブロックと場所打コンクリートを組み合わせた構造とし、構造の安 

定性を確保しながら堤体幅を必要最小限としている。 

・４断面について概算工事費を算出し、最終断面を決定している。 

 

１３．技術調査当日の工事関係書類調査 

  工事関係書類の提示を求め、計画・設計・積算・契約・施工計画・監理等

の事項について関係者に質疑し、回答を求めた。工事関係書類はそれぞれ十

分に整理できている。結果は、記載内容、資料整備、各項目での整合性もな

されており、適切かつ妥当であり、特に問題は無い。 

  主な関係調査書類は次のとおりである。 

・工事技術調査調書 

・施工体制図 

・総合施工計画書 

・設計図 

・実施設計書 

 

１４．計画設計 

 本工事の計画設計について、予備設計について概説する。 

１）予備設計 

 ①突堤の設計 

  30 年確率風速を想定し、漁船が他港に避難する必要のない物揚場の前面波 

高を 40 ㎝以下とし、突堤の位置や形状が決定されている。本検討に際して 

は、港の位置から SSW 方向の波を用いて解析している。次ページに、現況と 

整備後の坑内の波高分布図を示す。 
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【現況の坑内波高分布】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整備後の坑内波高分布】 
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 ②防風柵の設計 

 防風柵の高さおよび設置範囲は、有孔板防風柵風速比算定図を用いて算出さ

れている。（長崎県：防風柵の設計方針より） 

 

 なお、この算定図を用いる際の基本的な数値は下記のとおりである。 

  減風対象幅：Ｂ＝70ｍ（1.5ｔ型漁船 20 隻） 

  減風対象長：Ｌ＝17.5ｍ（上記船長＋余裕） 

  減風範囲長：Ｘｍ＝131.4ｍ（減風対象幅 70ｍを含む） 

  計画風速：Ｕ＝35.0ｍ（30 年確率風速） 

  許容風速：Ｕｓ＝15.0ｍ（漁船） 

  防風対象高：Ｚｍ＝2.50ｍ（漁船デッキ高＋人の高さ） 

  防風柵の高さ：Ｈ＝10.4ｍ（計算上の基準面からの高さ） 

  防風柵の必要柵高：Ｈ０＝9.0ｍ（突堤天端からの高さ） 

   

 減風範囲内Ｘｐ（Ｘｍ／Ｈ）＝12.635 のＺｐ（Ｚｍ／Ｈ）＝0.24 となる範囲

で目標減速率α（Ｕ／Ｕｓ）＝0.43 を満足する防風柵の高さを求め、Ｈ＝10.4

ｍを決定している。 

下記に有孔板防風柵風速比算定図を示す。 

 

 ③突堤の安定 

 標準断面に関し、以下の場合について、滑動・転倒・支持力の検討が行われ

問題ないことが確認されている。 

 作用する力：自重、浮力、風圧力 

 海面高さ：HWL 時および LWL 時 

 常時および地震時について 
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【標準断面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設計上準拠した指針・基準等は次のとおり 

図書名 発行機関 発行年度 

土木設計（測量・調査）業務等共通仕様書 長崎県土木部 令和２年４月 

漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015 年版 全国漁港漁場協会 平成 28 年３月 

漁港関係事業の設計方針 長崎県漁港漁場課 令和２年７月 

漁港・漁場関係事業実施設計書作成上の注意事項 長崎県漁港漁場課 令和２年６月 

防風柵の設計方針（案） 長崎県漁港漁場課 平成 25 年 10 月 

 

１５．施工管理 

本工事は次ページの施工フロー順に進められ、進捗率は 10 月末時点で 30.9 

％である。現在、突堤工事のブロック製作は完了し、基礎捨石工が突堤基礎部

の海中で施工中である。 

ここでは、品質管理（出来形管理、写真管理含む）、環境対策（施工環境、

近隣対策、再生資源対策含む）、安全管理、について記載する。 
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○施工は下記基準等に基づき行われている。 

図書名 発行機関 発行年度 

長崎県建設工事共通仕様書 長崎県土木部 令和３年４月 

長崎県建設工事施工管理基準 長崎県土木部 令和３年４月 

漁港漁場関係工事共通仕様書 全国漁港漁場協会 令和２年７月 

 

１）品質管理 

 【ブロック製作ヤード】 

・堤体ブロックが種類別に最大２段積みされている。これらのブロッ

クは無筋コンクリートであるが、玉掛用アンカーや差し筋が埋め込

まれている。これらの鉄筋が錆びると、コンクリートに埋め込まれ

た部分の鉄筋にも錆が進行し、ブロック内部で膨張すると爆裂現象

を起こし、ブロック自体の劣化が進行することになる。鉄筋に防錆

剤を塗るか、シートで被うなどの対策が必要である。（写真１） 
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【写真管理】 

   ・工事請負者の現場事務所にあるコンピュータの画面で施工中の写真

を２枚確認した。１枚は潜水士による突堤の基礎工（写真２）、２枚

目は市の立会のもと基礎工高さ確認状況（写真３）である。 

   ・進捗率が約 30％であったが、監査日までの写真が閲覧可能な形で整

理されていなかった。今後、施工者の指導を願いたい。 

  ２）環境対策 

   【近隣対策】 

   ・ブロック製作ヤードと施工位置において、第三者立入禁止措置が適

切に行われていることを確認した。（写真４、写真５） 

   ・完成イメージ図と施工イメージ図が掲げられ、近隣の事業に対する

理解を得る試みがなされている。（写真６、写真７） 

  ３）安全管理 

   【安全掲示板】 

   ・建設業許可、労災保険成立票、元請の建退協加入、施工体系図、緊急

時連絡表、作業主任者一覧表、クレーン合図一覧が見やすく掲示さ

れている。（写真８） 

   ・車両系建設機械の作業計画図が掲示されている。（写真９） 

   【安全書類】 

   ・危険予知活動が毎日行われ書面に残されていることを確認した。 

（写真１０） 

   ・各作業を安全に行うためには、作業手順書が欠かせないが現場事務

所で確認できなかった。例えば、ブロック製作ヤードでは、ブロック

をクレーンでつり上げる際に、ブロック上で玉掛作業が発生する。

この作業の作業手順書にはブロックの上に上がるための昇降設備を

いかに設置するかが記載されるべきである。 
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 写真１ 
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 写真１０ 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


